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１ はじめに 

 

平成２３年７月１日に施行された八潮市自治基本条例（以下「自治基本条例」

という。）は、本市における最高規範であることから、その内容はある程度恒久的

なもので、本来安易に変更されるべきものではありませんが、社会情勢に適合し

た内容となっているか定期的に検証する必要があります。 

このため、市議会議員や市長の任期である４年を考慮し、４年を超えない期間

ごとに自治基本条例の各条項が社会情勢に適合したものかどうかを検証するとさ

れているものです。 

また、検証に当たっては、「参画の原則」に基づいて市民を中心とした委員会を

設置し、広く市民の意見を聴くものとされており、平成２６年度に「八潮市自治

基本条例検証委員会（以下「検証委員会」という。）」が設置されました。 

検証委員会は、市民団体代表６名、学識経験者４名、公募委員６名の計１６名で

構成されています。 

自治基本条例施行後初めての検証であり、かつ、限られた期間での作業となりま

したが、平成２６年６月９日の市長の諮問から計７回の検証委員会を開催し、慎重

に検証を進めてきました。 

本報告書は、各委員からの意見を集約し、検証委員会として取りまとめたもので

す。 

 

 

 

 

 

平成２７年  ３月 １３日 

 

八潮市自治基本条例検証委員会 
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２ 自治基本条例の検証 

 

平成２６年６月９日に市長から自治基本条例の検証について、検証委員会に諮

問されました。 

検証に当たっては、はじめに市議会・行政において、本市を取り巻く環境等が

変化する中で自治基本条例の定める各条項が現在の社会情勢に適合しているかど

うか、その後の市議会・行政の諸活動が“最高規範”である自治基本条例の理念

に照らして適合的であるかどうかの検証を行うこととしました。 

この検証結果（庁内検証結果）については、平成２６年８月１８日に開催され

た第２回検証委員会に報告され、その後、検証委員会では自治基本条例の運用状

況を含め、慎重に各条項の検証を行いました。 

なお、検証委員会における検証に当たっての視点は、次のとおりです。 
 

 ①自治基本条例に基づいた運用がなされているか 

 ②市議会・行政の事務事業、活動等は自治基本条例の各条項に適合しているか 

③庁内検証結果以外に社会情勢の変化はないか 

④自治基本条例は、市民・市議会・行政にとって有益なものとなっているか 

⑤各条項は社会情勢の変化に適合しているか、修正を要する規定やあるべきな

のに欠落している規定はないか 
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３ 検証の結果 

 

(１) 重視すべき社会情勢の変化 

   

①地方分権の進展 

地方分権については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律（第１次一括法・平成23年5月2日公

布）」、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律(第２次一括法・平成23年8月30日公布)」、「地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（第３次一括法・平成25年6月14日公布）」、「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律（第４次一括法・平成26年6月4日公布）」等が成立し、地方公共団体に対す

る義務付け、枠付け等の見直しが行われています。 

地方公共団体では条例の制定権の拡大が進められ、「地域のことは地域で考

え、地域で決める」という自己決定・自己責任に基づき、多様化・高度化する

市民ニーズに対応し、地域の特色を活かした行政運営が求められています。 

 

②人口動態の変化と市民ニーズの多様化 

本市では、平成１７年のつくばエクスプレスの開通等に伴い、駅周辺の開発

などにより他の市区町村からの転入者が増え、急激に人口が増加し、市民ニー

ズが高度化・多様化するとともに、行政サービスの格差解消への要望も大きく

なっています。 

さらに、人口増加は南部地区で顕著であり児童生徒数が増加していますが、

北部地区では減少するといった二極化が進み、地域の人口動態を踏まえた適正

な学校配置などの新たな行政課題も生じています。 

一方、少子・高齢化や核家族化の進行、住民の生活形態や価値観の変化によ

り、地域の連帯感の希薄化が見受けられる中、平成２３年３月に発生した東日

本大震災をきっかけとして「もしも」のときに頼りになるのは『地域の力』で

あると再認識され、防災意識の向上とともに、転入者を交えた地域コミュニテ

ィの活性化を図る必要があります。 

また、市内には平成２７年１月１日現在２,４５５人の外国籍の市民が居住
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していますが、言葉や文化、生活習慣の違いから生ずる誤解や偏見から人権に

関わる問題の発生も懸念されており、市民同士の豊かな交流を通じて、人種、

宗教、文化、習慣、価値観などをめぐる相互理解を深めることが求められてい

ます。さらに、平成２４年には、２０２０年夏季オリンピック及び第１６回パ

ラリンピック競技大会の開催都市に東京が選ばれ、隣接する本市においても外

国から日本を訪れる人たちとの一層の交流の促進が期待されます。 

 

③行財政の状況 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」においては、地方

公共団体（都道府県、市町村及び特別区）の財政状況を客観的に表し、財政の

早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、①実質赤字比率、②

連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の４つの財政指標を「健

全化判断比率」として定められています。 

本市では、公債費による財政負担度合いの判断指標である実質公債費率が 

１１.１％(平成25年度)、地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えてい

る負債の大きさをその地方公共団体の財政規模に対する割合で表した将来負

担比率が１２６.３％(平成25年度)と、いずれも埼玉県内で上位（実質公債費

率:5位・将来負担比率:2位）の数値となっています。 

また、６５歳以上の人口が総人口に占める割合・高齢化率は平成２５年１２

月に２１％となり、一部では３０％を超える地域もあります。「超高齢社会」

に突入し、今後も更に高齢化率が高まることで、税収が減少する一方、介護、

福祉、医療などの支出が増加し、高齢化の進行が行財政に与える影響がますま

す大きくなるものと予想されます。 

このため、「選択と集中」という視点で、事業の必要性・優先度や事業効果、

さらに経費の内容などを徹底的に検証し、限られた財源を有効かつ効率的に活

用するなど、一層の財政健全化に向けた取組みが求められています。 

 

④「参画」・「協働」の必要性 

高齢化の進展により高齢者数が増加するとともに、社会貢献や市民活動など

への意欲の高まりが見られ、高齢者が地域の中でいきいきと活躍できるような

機会・場の提供や取組みが求められています。 

また、平成２５年６月に閣議決定された「日本再興戦略」では、「我が国最

大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるようにすることは、人材の

http://ja.wikipedia.org/wiki/2020%E5%B9%B4%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
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確保にとどまらず、企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や創意工夫

をもたらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ社会全体に活力を与えることに

もつながるものである。」とされ、女性がまちづくりに参画するための環境整

備が求められています。 

一方、少子・高齢化の進行に伴う子育てや介護の問題、犯罪や自然災害への

不安、深刻化する環境問題など様々な地域課題が生じ、また、市民ニーズが高

度化・多様化しています。 

しかし、行政の人員・財政面には限界があります。子どもを含めた若い人た

ちの活力を活かしながら、高齢者や女性を含む市民、団体、民間企業等がまち

づくりに積極的・継続的に参画し、町会自治会等の地域活動を行う組織、ＮＰ

Ｏ法人、ボランティアなどと行政が知恵と力を出し合い、相互に協力し合いな

がら地域課題の解決を図る必要があります。 

 

 (２) 条例の位置付け 

自治基本条例制定後、平成２３年５月に地方自治法が一部改正され、市が総合

計画を策定する義務規定が削除されたことにより、総合計画の策定及び議会の議

決を経るかどうかは市町村の独自の判断に委ねられることとなりました。 

本市においては、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、自治基本条例第 

２１条の規定を根拠として総合計画を策定するとしています。 

また、現在策定中の「第５次八潮市総合計画」では、自治基本条例における自

治の基本理念と基本原則を踏まえて「まちづくりの基本理念」を検討しています。 

したがって、自治基本条例第２条に規定されている“最高規範”としての位置

付けがより明確になったものと評価するものです。 

 

 (３) 規定・文言 

自治基本条例の規定や文言については概ね適当であり、改正の必要はありま

せんが、次の事項に留意するよう求めます。 

●第３条「定義」 

・「市民」の定義 

他市では、「市民」は「市内に住所を持つ個人」、「市民等」は「市民及び

市内で働く、学ぶ、若しくは活動している個人、団体」と定義され、分か

りやすいという意見がありました。 

しかし、この定義は、市内には住む人や働く人、学ぶ人など、様々な人
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が生活し、地域が抱える多様な課題を解決していくためには、住んでいる

人だけではなく市内で生活・活動する幅広い人たちが協力し合ってまちづ

くりに取り組むことが重要であるとの考えに基づき定義されたものです。

このため、「市民」のそれぞれに多様な課題やニーズがあることを認識し、

適切に対応する必要のあることは疑いがありませんが、定義の変更は必要

ないと思われます。 

・「まちづくり」の定義 

「まちづくり」の定義を加えるべきではないかという意見がありました

が、「まちづくり」の定義がなくても不明確や曖昧な規定になっている条

項はないため、追加は必要ないと思われます。ただし、正しい理解のた

めには、逐条説明書に「まちづくり」の説明を加えることが望ましいと

考えます。 

 

●第１１条「危機管理」 

本条では、「市長は、災害その他の市民の生命、身体又は財産に重大な被害

が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対し、迅速に対応することが

できるよう体制の整備を図るとともに、総合的かつ長期的な対策を講じなけ

ればならない」と規定していますが、自治基本条例制定後に発生した東日本

大震災では広域連携の必要性を再認識したところです。 

このため、「総合的かつ長期的な対策を講じなければならない」という規定

に「広域的」を加え、「総合的かつ長期的かつ広域的な対策を講じなければな

らない」とすべきではないかという意見がありました。 

しかしながら、自治基本条例制定時に「広域連携」については、第２６条

「他の機関との連携協力」として、国や県を含め他の地方公共団体や関係諸

機関と連携・協力していく必要があると規定したため、第１１条には「広域

的」は加えないこととしました。ただし、逐条説明書には詳しい説明を加え

るよう求めます。 

 

●第１４条「市民の責務」 

本条には「市民の権利」として、「自治の主体者であることを自覚し、まち

づくりに積極的に協力し、自治の推進に努めなければならない」、「参画に当

たっては、互いの立場や意見を尊重し、自らの発言と行動に責任を持たなけ

ればならない」、「行政サービスに伴う負担を分任しなければならない」の３
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つが規定されています。 

今後、少子・高齢化の進展に伴い、介護・福祉・医療に係る費用の増加が

市の行財政に大きな影響を及ぼすため、市民の責務に「健康維持」を盛り込

んだらどうかと意見がありました。具体的に条例に規定することは困難と思

われますが、今後、調査研究すべき事項と考えます。 

 

●第２９条「条例の検証及び見直し」 

本条では、４年を超えない期間ごとに各条項が社会情勢に適合したものか

どうかを検証すること、検証に当たっては市民を中心とした委員会を設置す

ることを規定しています。 

今後、自治基本条例の検証をより効果的なものとするために、例えば常設

的に運用状況を確認できる仕組みが必要であると考えます。 

 

 (４) 運用状況 

概ね自治基本条例に基づいた運用がなされていますが、次の事項に留意する

よう求めます。 

●第５条「参画の原則」 

本条では、行政は市民の参画の機会が損なわれることがないように、保護

し守っていかなければならないと規定していますが、今後、市民の参画を推

進するためには、政策の立案・実施・評価の各段階において市民が意見を提

案できる機会・場などをより多く提供・設定するとともに、市民の意見を積

極的に取り入れる体制や仕組みづくりが必要です。 

 

●第１５条「地域コミュニティ」 

市内には積極的にまちづくりに取り組んでいる人・団体がいます。より良

いまちづくりを推進するためにも、そのような活動を広く市民に周知し、町

会・自治会や市民活動団体などへの参加や協力を一層促進することが必要で

す。 

 

●第１６条「市議会の役割と責務」 

本条では、市議会は自治基本条例第７条「情報共有の原則」及び第８条「情

報公開の原則」に基づいて、公正で透明性の高い開かれた議会運営に努めな

ければならないと規定しています。 
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しかし、公開・提供されている情報の量や保存のあり方が十分でないとの

指摘がありました。市民の議会活動への関心・理解を高めるためにも、議論

の趣旨が明らかになるよう更なる努力を望みます。 

 

●第１７条「議員の責務」 

市民の代表である議員は、地域の課題や市民の意見を把握するとともに、

将来を見据えて中長期的な視点に立って、その問題・課題解決のために力を

発揮しなければなりません。 

そのためには、政務調査などの体制の整備・強化を図る必要があるとの指

摘がありました。 

 

●第２１条「総合計画」 

本条では、総合計画は、その内容が本市を取り巻く社会状況などを踏まえ

たものであるかを常に検証し、その検証結果や計画の進捗状況などについて

は、市民に分かりやすく公表しなければならないと規定しています。 

しかし、検証結果や計画の進捗状況など市民に公表されたものに分かりに

くいものが見受けられるという指摘があり、行政には更なる工夫や研究を求

めます。 

また、検証結果により積極的に事務事業の見直しを行い、健全な行財政運

営に活用するようお願いします。 

 

●第２２条「財政」 

本条では、市長は、財政運営に関する情報を市民に分かりやすく公表し、

説明責任を果たすとともに財政運営の透明性を確保しなければならないと規

定しています。 

公表の際には数字の羅列だけでなく、第１３条「市民の権利」で規定され

ている「必要な説明を受ける権利」についても意識し、誰でも分かるよう更

なる工夫や研究を求めます。 

なお、本市は実質公債費率や将来負担比率が高く、財政の健全化を図るた

めには、行財政改革の推進や行政評価制度の有効活用などにより、限られた

財源の重点的・効果的な配分を徹底する必要があります。 
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●第２５条「行政評価」 

本条では、総合計画に位置付けられたすべての事業について、行政内部、

市民及び学識経験者を含めた外部による評価を行い、その結果を市民に分か

りやすく公表しなければならないと規定しています。しかし、市民への公表

の際、単に数字を羅列しているにとどまるものがあり、分かりにくいとの意

見がありました。数字の羅列と「分かりやすさ」は別のものであることを意

識し、更なる工夫や研究を求めます。 

また、行政評価の結果により積極的に事務事業の見直しを行い、健全な行

財政運営に活用する必要があります。 

 

●第２７・２８条「住民投票」 

自治基本条例第２８条第５項は、「住民投票について必要な事項は、別に条

例で定める」と定め、この規定に基づき、平成２３年１２月に「八潮市住民

投票条例」が制定されています。 

そして、この住民投票条例では、「投票した者の総数が当該住民投票の投票

資格者の総数の２分の１に満たないときは、成立しない」（第１９条）という

成立要件が規定されています。 

これは、自治基本条例第２７条第２項に定められている住民投票の結果の

尊重義務により、極めて少数の住民の投票で政策等の方向性が決定されてし

まうことが懸念されることから、住民投票についての信頼性を確保するため、

設けられたものです。 

しかし、高い成立要件を設けることにより、住民投票の不成立を目的とし

たボイコット運動が行われるおそれがあり、民意の把握のための住民投票に

おいて民意を把握できないのではないかという指摘がありました。 

このため、成立要件の規定を含めた住民投票の活用のあり方について、他

の自治体の状況等を調査し、検討するよう求めます。 

 

●第２９条「条例の検証及び見直し」 

今回は、庁内検証結果に基づいて、検証委員会が社会情勢の変化、運用状

況等を検証しましたが、担当職員の意見聴取も検証方法の一つではないかと

考えます。 

また、自治基本条例の検証をより効果的なものとするために、常設的に運

用状況を確認できる仕組みや体制づくりが必要と思われます。  
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４ 今後の課題 

 

(１) 検証の方法 

今回の検証では、市議会・行政が、自治基本条例制定後の社会情勢の変化の

状況、条項が現在の社会情勢に適合しているかどうか、また、自治基本条例の

運用状況について検証を行い、その結果に基づいて委員から意見を聴取する方

法により行いました。 

しかし、委員が運用状況などをより詳しく把握し、より確実な検証を行うた

めには、担当職員等への意見聴取も検証方法の一つではないかと考えます。 

また、４年後の検証の際には条例施行から１０年近く経過し、社会情勢も相

当に変化していると推察されます。このような社会情勢の変化等を考慮し、必

要に応じて条例の改正も視野に入れた検証とするよう希望します。 

 

(２) 運用状況を確認するための体制づくり 

 今回は、自治基本条例の運用状況について把握し検証を行いましたが、条例

の趣旨に沿った運用を図るため、行政には更なる努力と調査研究を求めます。 

また、自治基本条例の規定及び趣旨に沿った運用を図るためには、常設的に

運用状況等を確認するための仕組みや体制づくりが必要と思われます。 

 

(３) 広報などの市民への周知 

行政では、自治基本条例の制定後、リーフレットを作成し全戸配布や施設など

での配布、講演会・研修会の開催、逐条説明書を作成し市の広報紙やホームペー

ジに掲載などの取組みを行っていますが、市民の認知度は低いように感じられま

す。自治基本条例が本市の最高規範・憲法として市民に認知されるよう更なる周

知に努める必要があります。 
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●八潮市自治基本条例検証委員会委員名簿 

(敬称略) 

区分 氏名(敬称略) 所属団体等 

1 号委員 

（市民団体 

  代表者） 

古 見 満 夫 八潮市町会自治会連合会（八條地区） 

近 藤 晶 作 八潮市町会自治会連合会（潮止地区） 

昼 間 竹 雄 八潮市町会自治会連合会（八幡地区） 

藤 波 達 也 八潮市 PTA 連合会 

馬 場 知 佳 八潮市社会福祉協議会 

竹 本 美恵子 八潮市商工会 

2 号委員 

（学識経験者） 

夛賀谷 一 照 獨協大学地域総合研究所長・法学部教授 

磯 部  哲 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

小 島 優 生 獨協大学国際教養学部准教授 

岩 井 義 和 日本大学法学部公共政策学科専任講師 

3 号委員 

（市長が必要 

   と認める者） 

加 藤 文 孝 公募 

駒 澤 直 樹 公募 

野 口 繁 夫 公募 

昼 間 良 次 公募 

宮 田 裕 造 公募 

山 田 滋 彦 公募 

 委 員 長：近藤晶作 

副委員長：磯部 哲 
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●八潮市自治基本条例検証委員会の開催概要 

回 開催期日 内容 

第1回 平成 26 年 6 月 9 日(月) 

・委嘱書交付 

・委員長・副委員長の選任 

・会議の公開について 

・自治基本条例の検証の基本的な進め方に

ついて 

第2回 平成 26 年 8 月 18 日(月) 

・第１章「総則」・第２章「自治の基本理念

と基本原則」の確認 

・第３章「まちづくりの基本原則」・第 9

条「子ども」から第 11 条「危機管理」

について 

第3回 平成 26 年 10 月 3 日(金) 

・第１２条「地球環境」について 

・第４章「市民」(第 13～15 条)について 

・第５章「市議会」(第 16・17 条)につい  

 て 

・第６章「行政」(第 18～20 条)について 

第4回 平成 26 年 10月 21日(火) 

・第７章「行政運営の原則」(第 21～26 

条)について 

・第８章「住民投票」(第 27・28 条)につ 

いて 

・第９章「条例の検証及び見直し」(第 29 

条)について 

第5回 平成 26 年 11月 11日(火) 

・前文について 

・第１章「総則」(第 1～3 条)について 

・第２章「自治の基本理念と基本原則」(第 

4～8 条)について 

・全体を通じての意見聴取 

第6回 平成 27 年 2 月 13 日(金) ・検証報告書(素案)の検討 

第7回 平成 27 年 2 月 26 日(木) ・答申案の検討 
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●八潮市附属機関設置条例 

昭和 57年 4月 1日 

条 例 第 1 5 号 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法 (昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項

に規定する市の執行機関の附属機関（以下「附属機関」という。）について必要

な事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 法律若しくはこれに基づく政令又は別の条例に基づいて設置されたものの

ほか、附属機関として置くものは、別表のとおりとする。 

（委任） 

第３条 附属機関の組織、運営その他必要な事項は、法律若しくはこれに基づく政

令又はこの条例に定めるもののほか、当該執行機関が定める。 

別表（抜粋） 

附属機関名 職務 

自治基本条例検証委

員会 

本市の自治基本条例の各条項が社会情勢に適合した

ものかどうかを検証する。 
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●八潮市自治基本条例検証委員会規則 

平成 26年 3月 31日 

規 則 第 1 7 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八潮市附属機関設置条例（昭和５７年条例第１５号）第３条

の規定に基づき、八潮市自治基本条例検証委員会（以下「委員会」という。）に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員１６人以内をもって組織する。 

（委員） 

第３条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 市民活動団体の代表者 

⑵ 学識経験を有する者 

⑶ その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。 

（庶務） 
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第８条 委員会の庶務は、市民活力推進部市民協働推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 


